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 Ｑ１ マイナンバー制度とは？ 

Ａ１ マイナンバーとは、日本国内に住民票を有するすべ 
 
ての人に通知される12桁の番号のことです。マイナンバー 
 
は、住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てら 
 
れており、一人ひとり異なります。 
 
 そしてマイナンバー制度とは、各機関が管理する個人情 
 
報が同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認す 
 
るための社会基盤になります。マイナンバーは原則として 
 
生涯変更されることはありません。むやみに他人に教えた 
 
りすると大きなトラブルを招くこともあります。大切に取 
 
り扱ってください。 

1 

１２〇×△□※＆☆◆★● 

マイナンバーはひとりにひとつ！ 
マイナンバーは大切に管理！！ 



公平・公正な 
社会の実現 

所得や他の行政サービスの
受給状況を把握しやすくな
るため、負担を不当に免れ
ることや給付を不正に受け
ることを防止するとともに、
本当に困っている方にきめ
細やかな支援を行うことが
できます。 

行政の効率化 

行政機関や地方公共団体な
どで、様々な情報の照合、
転記、入力などに要してい
る時間や労力が大幅に削減
されます。複数の業務間で
の連携が進み、作業の重複
などの無駄が削減されます。 

国民の利便性の向上 

添付書類の削減など、行政
手続が簡素化され、国民の
負担が軽減されます。行政
機関が持っている自分の情
報を確認したり、行政機関
から様々なお知らせを受け
取ったりできます。 

 Ｑ２ なんのためにマイナンバー 
   制度が始まるの？ 

Ａ２ マイナンバー制度の導入には以下の目的があります。 
  
マイナンバー制度は役場の事務効率化や住民の皆様の手続き 
 
に関する負担を軽減することにつながります。 

２ 



 Ｑ３ マイナンバーで個人情報を 
   国に全部管理されてしまうの？ 

Ａ３ マイナンバー制度の導入により、「国が個人情報を 
 
全て集約して一元管理する」と思われている方もいるかも 
 
しれませんが、そうではありません。個人情報はこれまで 
 
どおり年金情報は年金事務所、税情報は税務署といったよ 
 
うに分散して管理します。もちろん役場が保有する個人情 
 
報も役場で管理します。これは個人情報を分散して管理す 
 
ることで、芋づる式の情報漏えいを防ぐことができるため 
 
です。 
 
 また、窓口においてマイナンバーを確認する際には、な 
 
りすましを防止するために、同時に本人確認を行います。 
 
 住民の皆様には、窓口において負担をおかけすることに 
 
なりますが、安全・安心なマイナンバーの利用のために、 
 
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

３ 

窓口でのマイナンバー確認と 
本人確認にご協力ください。 



 Ｑ４ マイナンバーはどんな時に 
   使うの？ 

  

４ 

Ａ４ マイナンバーは、平成28年1月から社会保障・税・災害 
 
対策の３分野で利用されます。代表的なものは以下のとおりです。 
 
また、役場で平成２８年1月から住民の皆様にマイナンバーの提 
 
示をお願いする予定の手続きについては、５ページにその一部を 
 
掲載してますので確認してください。 
 
今後行政機関等での手続きでマイナンバーを提示・記載する機会 
 
が増えてきます。マイナンバーをしっかり確認しましょう。 

○雇用保険の資格取 
 得や確認・給付 
○ハローワークの 
 事務 
○医療保険料徴収 
○福祉分野の給付、 
 生活保護  
        
       など 

○税務当局に提出す 
 る申告書・届出書、 
 調書などにマイナ  
 ンバーを記載 
○都道府県・市町村 
 に提出する申告書、 
 給与支払報告書な  
 どに記載  
       など 

社会保障 
関係 

税 
関係 

災害対策 
関係 

○防災・災害対策に 
 関する事務 
○被災者生活再建支 
 援金の給付 
○被災者台帳の作成 
 事務 
  
 
       など 



  

５ 

桂川町役場でマイナンバーの提示をお願いする予定の手続 

担当課 手続内容 

住民課 

児童手当に関する手続 

児童扶養手当に関する手続 

特別児童扶養手当に関する手続 

（国民年金に関する手続） 

その他マイナンバー利用事務ではりあません
が、住民票の異動や氏名、性別等の変更手続
の際、通知カード又は個人番号カードに異動
内容の追記を行います。 

税務課 （確定申告） 

保険環境課 

国民健康保険に関する手続 

介護保険に関する手続 

後期高齢者医療に関する手続 

（子ども医療に関する手続） 

（ひとり親家庭等医療に関する手続） 

（重度障害者医療に関する手続） 

健康福祉課 
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の手続 

生活保護申請手続 

※（  ）がついている手続きについては、平成29年 
 １月（再来年1月）からマイナンバーの提示をお願い 
 する手続きです。マイナンバーが記載されている通知 
 カード及び個人番号カードについては次ページ以降 
 で説明します。 



 Ｑ５ 自分のマイナンバーはどう 
   やって確認するの？ 

  

６ 

Ａ５ 11月中に簡易書留にて、以下のマイナンバー通知カード 
 
が自宅に届いていると思います。マイナンバーはこの通知カード 
 
で確認することができます。もし通知カードを受け取れていない 
 
場合や、紛失した場合には、役場住民課（６５－３３０１）まで 
 
ご連絡ください。 

 来年1月以降、役場における社会保障・税関係の手続にはマ 
 
イナンバーを確認できる通知カードと、本人と確認できる身分 
 
証明書が必要になりますので、注意してください。また、個人 
 
番号カードをお持ちの場合は、マイナンバーの確認と本人確認 
 
が一度で行えます。個人番号カードにつきましては、次ページ 
 
で詳しく説明します。 

 （通知カード見本） 



 Ｑ６ 個人番号カードとは？ 
   どうやって取得するの？ 

  

７ 

Ａ６ 個人番号カードとは、表面に氏名、住所、生年月日、性別 
 
の４情報と顔写真、裏面にマイナンバーが記載されたＩＣチップ 
 
付のカードで、先ほど説明した通知カードとは異なり、本人確認 
 
のための身分証明書として使用することができます。初回の取得 
 
に限り、手数料はかかりません。なお、取得については任意です 
 
ので、それぞれの判断で行ってください。 

 （番号カード見本） 



  

８ 

 個人番号カードの取得については、Ｑ５で説明した通知カー 
 
ドに同封されている、以下の「個人番号カード交付申請書」に 
 
記名押印等し、顔写真を貼付の上、返信用封筒に入れて郵送し 
 
てください。なお、カード交付の際は、貼り付けた顔写真と申 
 
請者との同一性を目視で確認しますが、確認ができない場合は、 
 
顔認証システムを使用して判定を行うことになります。顔認証 
 
システムでも確認ができない場合は、カードの交付ができませ 
 
んので、次ページの内容に注意して撮影を行ってください。 

 （個人番号カード交付申請書見本） 

みほん 



  

９ 

             よい顔写真の撮影例 
 
             ○サイズ 縦４．５ｃｍ 
                  横３．５ｃｍ 
             ○最近6ヶ月以内に撮影したもの 
             ○正面向き、無帽、無背景 
             ○郵便で申請の場合は写真の裏面 
              に氏名、生年月日を記入 
 
 

悪い顔写真の撮影例 
 
 

１ 顔が横向きでないもの 
２ 無背景でないもの 
３ 正常時の顔貌と著しく異なるもの 
４ 背景に影のあるもの 
５ ピンボケや手振れにより不鮮明なもの 
６ 帽子・サングラスをかけ人物を特定できないもの 
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４ ５ ６ 



  

１０ 

 交付申請書を提出した方には、平成２８年１月以降に「個人 
 
番号カード交付通知書」が郵送されます。 

 （個人番号カード交付通知書見本） 

 この通知書に必要事項を記入のうえ、次ページア～ウの書類 
 
と共に、役場に持参してください。個人番号カード交付の際に 
 
は役場窓口にて本人確認と暗証番号の設定を行います。そのた 
 
め、郵便で個人番号カードを交付することはできませんので注 
 
意してください。 
 
 

みほん 
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 ア 通知カード（Ｑ５で説明したカードです。） 
 イ 運転免許証やパスポートなどの本人確認書類 
   ※本人確認書類は、顔写真付きのものではない場合は 
    ２点必要となります。（例：保険証＋年金手帳など） 
 ウ 住民基本台帳カード（お持ちの方のみ） 
 
 役場にて本人確認等を行い、個人番号カードの暗証番号を設 
 
定したら、個人番号カードを取得できます。その際、ア通知 
 
カードと、ウ住民基本台帳カードは役場にて回収させていただ 
 
きますのでご了承ください。 
 
 なお、１５歳未満の方又は成年被後見人の方が受け取りに来 
 
られる際には、本人にその法定代理人が同行してください。 
  
 また、申請者本人が病気等の理由で役場に来られない場合は、 
 
代理人の方に個人番号カードの受け取りを委任できます。 
 
代理人の方は、①～⑤の書類をもって役場にお越しください。 
 
 ①個人番号カード交付通知書(１０ページに見本があります。) 
 ②申請者の本人確認書類 
 ③代理人の本人確認書類 
 ④代理権の確認書類 
  Ⅰ 代理人が法定代理人である場合 
    →戸籍抄本もしくはその他資格を証明する書類 
  Ⅱ その他の場合 
    →本人が代理人を指定した事実を証明する書類 
 ⑤本人の来庁が困難であることを証明する書類 
    →診断書、障害者手帳、本人が代理人の施設に 
     入所している事実を証明する書類など 



  

１２ 

  
なお、個人番号カードの申請は、郵送以外にパソコン、スマー 
 
トフォンを使って行うこともできます。 
 
ア パソコンによる申請手順 
  
 ①「個人番号カード総合サイト」にアクセスし、メール 
  アドレスを登録します。 
  
 ②登録されたメールアドレス宛に通知されるＵＲＬにアク 
  セスし、デジタルカメラで撮影した本人の顔写真を登録 
  します。※顔写真はあらかじめ撮影しておきます。 
 
 ③その他の必要な情報を登録します。これで申請は完了です。 
  個人番号カードの受け取りについては１０ページから１１ 
  ページをご覧ください。 
 
イ スマートフォンによる申請手順 
  
 ①スマートフォンのカメラで交付申請書にあるＱＲコードを 
  読み取り、「個人番号カード総合サイト」にアクセスし、 
  メールアドレスを登録します。 
 
 ②登録したメールアドレス宛に通知されるＵＲＬにアクセス 
  し、スマートフォンのカメラで撮影した顔写真を登録しま  
  す。※顔写真は操作中に撮影できます。 
  
 ③その他の必要な情報を登録します。これで申請は完了です。 
  個人番号カードの受け取りについては１０ページから１１  
  ページをご覧ください。 
 
  ※写真の撮影は、９ページの注意事項をよく確認 
   してから行ってください。 



 Ｑ７ 個人番号カードをなくした 
   場合はどうしたらいいの？ 

Ａ７ 個人番号カードを紛失した場合は、24時間稼働して 
 
いるコールセンター（０５７０－７８３－５７８）にすぐに 
 
連絡してください。カードの一時停止措置がとられます。 
 
 個人番号カードには「落としたり盗まれたりしたら悪用 
 
されるのでは」という懸念があるかと思いますが、カード 
 
は写真付であるため成りすましは困難である上に、複雑な 
 
彩文パターンが施されているため簡単には偽造できません。 
 
また、個人番号カードのＩＣチップには個人の所得情報や 
 
年金情報は入っていませんので、その点につきましては安 
 
心して取得してください。個人番号カードの再取得を行う 
 
場合には、警察署に遺失届を提出し、警察署から発行され 
 
る紛失届等と身分証明書を持参の上、役場までお越しくだ 
 
さい。個人番号カード再交付の手続を行うことができます。 
 
ただし、再交付には手数料８００円（電子証明書を発行す 
 
る場合は１，０００円）がかかります。ご注意ください。 
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制度に関するお問い合わせ先について 

○マイナンバー制度全般、「通知カード」「個人番号 
 カード」に関すること 
 
マイナンバー総合フリーダイヤル 

０１２０－９５－０１７８ 
０１２０－０１７８－２６ 
（外国語対応：foreign language) 
 
○マイナンバー制度全般に関すること 
 
マイナンバーコールセンター（通話料がかかります） 

０５７０－２０－０１７８ 
 
○個人番号カードを紛失した場合は 
 
個人番号カードコールセンター（通話料がかかります） 

０５７０－７８３－５７８ 
 
桂川町役場のお問い合わせ先 
○マイナンバー制度全般に関すること 

 
総務課人事電算係 ６５－１０８２ 
 
○「通知カード」「個人番号カード」に関すること 

 
住民課住民年金係 ６５－３３０１ 
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